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れ
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一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
身
代
金
に
つ
い
て
の
同

国
国
会
に
お
け
る
証
言
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

身
代
金
の
定
義
如
何
。

二

一
九
九
九
年
八
月
に
キ
ル
ギ
ス
で
日
本
人
鉱
山
技
師
ら
四
人
が
誘
拐
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
と
い

う
。
）
が
起
き
た
が
、
そ
の
後
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
か
ら
キ
ル
ギ
ス
政
府
に
対
し
て
な
に
が
し
か

の
金
員
を
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

三

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の
我
が
国
の
キ
ル
ギ
ス
に
対
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
供
与
額
を
年
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
一
九
九
九
年
以
降
の
我
が
国
の
キ
ル
ギ
ス
に
対
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
供
与
額
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

松
田
邦
紀
前
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
が
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
起
き
た
後
に
米
ド
ル
の
現
金
を
外
交
行
嚢
に
入

れ
、
キ
ル
ギ
ス
ま
で
運
搬
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。
二
〇
〇
六
年
三
月
二
十
四
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四

一



第
一
四
八
号
）
で
は
「
一
般
に
、
誘
拐
事
件
へ
の
対
応
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
類
似
事
件
へ
の
対
応
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
外
務
省
と
し
て
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
問
い
は
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
詳
細
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
単
に
松
田
氏
が
右
の
様
な
行

動
を
取
っ
た
か
否
か
、
事
実
関
係
を
問
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
再
度
答
弁
を
求
め
る
。

六

前
回
質
問
主
意
書
で
、
当
時
外
務
省
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
長
の
任
に
就
い
て
い
た
今
井
正
氏
が
、
「
日
本
人
誘
拐
事

件
」
が
発
生
し
た
際
、
当
時
の
鈴
木
宗
男
内
閣
官
房
副
長
官
に
対
し
て
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
経
緯
等
に
つ
い
て
説
明
を

し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

七

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
際
、
今
井
正
氏
が
誘
拐
さ
れ
た
邦
人
を
救
う
た
め
の
身
代
金
（
以
下
、
「
身
代
金
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
当
時
の
鈴
木
宗
男
内
閣
官
房
副
長
官
に
説
明
を
し
、
そ
の
決
裁
を
求
め
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

右
の
問
い
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
日
本
政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
身
代
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
な

い
。
」
と
、
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
井
氏
が
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
対
し
て
「
身
代
金
」
の
説
明
を

し
、
そ
の
決
裁
を
求
め
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
か
、
今
井
氏
本
人
に
確
認
を
取
っ
た
上
で
再
度
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
今
井
氏
に
確
認
を
取
る
際
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三

二



一
号
）
に
「
記
録
を
作
成
し
て
お
ら
ず
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
な
、
曖
昧
で
不
明
確
な
答
弁
を
避

け
、
正
確
を
期
す
た
め
に
、
�
確
認
を
行
っ
た
人
物
、
�
確
認
を
行
っ
た
場
所
、
�
確
認
の
方
法
、
�
確
認
に
対
す
る
今
井

氏
の
回
答
の
内
容
の
四
点
に
つ
い
て
記
録
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

八

政
府
は
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
真
相
を
国
民
に
対
し
て
明
ら
か
に
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
キ
ル
ギ
ス
の
国
会
で
は
、

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
際
に
我
が
国
が
支
払
っ
た
身
代
金
が
キ
ル
ギ
ス
治
安
当
局
者
ら
に
よ
っ
て
山
分
け
さ
れ
て
い
た
旨

の
証
言
が
事
件
当
時
に
解
放
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
人
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
際
し
て
我

が
国
国
民
の
税
金
が
無
駄
に
遣
わ
れ
た
の
か
否
か
、
国
民
は
極
め
て
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
思
料
す
る
。
政
府
は
こ
の

ま
ま
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
真
相
を
闇
に
葬
る
つ
も
り
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国
民
に
説
明
責
任
を
果
た
す
用
意
は
あ

る
の
か
、
政
府
の
考
え
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


